
令和　７年１１月　７日

大日本ダイヤコンサルタント（株）関東支社

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２

Ｒ７横浜国道事務所管内交通安全対策設計他業務

横浜国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　６月　７日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　３月３１日

　４１，９８７，０００円（税込み）

＋　２，１２３，０００円（税込み）

　４４，１１０，０００円（税込み）

１．小田原箱根道路誘導検討
・関係機関との協議の結果、事故防止のために小田原箱根道路に交通誘導を行
う必要があるため、案内標識、路面標示、法定外看板の検討を追加する。

２．追浜町三丁目歩道補修設計（Ｒ１６追浜町三丁目地区）
・関係機関との協議の結果、追浜町三丁目歩道において安全対策を実施する必
要があるため、歩道補修設計を追加する。

３．工期
 ・上記内容の変更により、令和８年３月３１日までとする。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要
本業務は、横浜国道事務所管内の交通安全事業の執行に向け必要な設計
及び検討を行うものである。


